
　市は、就職を希望する若年者などが、就職活動をしている中で抱える不安の解消や自分の適性に応じ
た職業選択などができるよう、登別職業訓練協会に委託して、キャリアカウンセラーによる個別相談や
セミナーなどを行い、若年者などが自信を持って就職活動に取り組み、就職することができるようサ
ポートしています。
　就職活動などで抱える不安や悩みなどについて無料で相談が受けられますので、お気軽にご利用くだ
さい。

【相談内容の例】
◦�就職したいが、何から始めたら良いのか分からない。
◦�どのように就職活動に取り組んでいくと良いか。
◦�就職につながる履歴書の書き方とは。
◦�自分にどのような仕事が合っているのか分からない。
◦�何度も面接を受けているが、なかなか採用してもらえない。

○職業訓練センター（青葉町４2－1３）
日時　（昼間相談）毎週水・金曜日８時30分～17時
　　　（夜間相談）毎週月～金曜日17時以降
※�８月11日～16日、12月29日～翌年１月３日を除きます。
※�相談日が祝日に当たる場合は、その翌日に実施します。
※夜間相談は事前予約が必要です。

○地域職業相談室（アーニス２階）
日時　毎週土曜日10時～17時

問い合わせ　登別職業訓練協会（☎�１４５０）

　『キャリアサポートのぼりべつ』は、就
職活動に必要なノウハウを身に付けるお手
伝いとして、おおむね２カ月に１回、就職
セミナーを開催していますので、ぜひご参
加ください。
　８月18日㈭13時30分から、職業訓練セン
ターで開催するセミナーでは、自分の職歴
を振り返り、力強い『夢』を組み立てるお
手伝いをします。

【セミナーの内容（予定）】
▶�10月20日㈭　あなたの仕事検索、間違っ
ていませんか？
▶�11月17日㈭　納得して仕事を選択する
▶�平成29年２月16日㈭　応募書類の書き方
▶平成29年３月16日㈭　面接

『キャリアサポートのぼりべつ』をご利用ください

スキルアップのための無料就職セミナー
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